
道路運送車両の保安基準【2008.10.15】 

第11条の2（施錠装置等） 
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 （施錠装置等） 

第11条の2 専ら乗用の用に供する自動車（乗車定員11人以上の自動車及び被牽引自動車

を除く。）及び貨物の運送の用に供する自動車（車両総重量が3.5トンを超える自動車及

び被牽引自動車を除く。）の原動機、動力伝達装置、走行装置、変速装置、かじ取装置

又は制動装置（二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを

有する軽自動車に備える制動装置を除く。）には、施錠装置を備えなければならない。 

２ 自動車の原動機、動力伝達装置、走行装置、変速装置、かじ取装置又は制動装置に備

える施錠装置は、その作動により施錠装置を備えた装置の機能を確実に停止させ、かつ、

安全な運行を妨げないものとして、構造、施錠性能等に関し告示で定める基準に適合す

るものでなければならない。 

３ 専ら乗用の用に供する自動車（乗車定員10人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪

自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。）

及び貨物の運送の用に供する自動車（車両総重量が2トンを超える自動車、三輪自動車及

び被牽引自動車を除く。）に備えるイモビライザ（原動機その他運行に必要な装置の機能

を電子的方法により停止させる装置をいう。）は、その作動により原動機その他運行に必

要な装置の機能を確実に停止させ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、構造、施

錠性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 

 

 


